
平成 27 年 1 月 31 日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 嘉麻市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：嘉麻市社会福祉協議会 

委託内容：市民後見人養成研修会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(研修の名称) 

「第２回嘉麻市市民後見人養成講座」 

 

(研修対象者) 

市民もしくは嘉麻市に勤務地のある方で、受講後に市民後見人として活動

ができ、全ての講座を受講できる者。 

定員３０名程度。 

 

(研修カリキュラム) 

講座：全１２日間予定（２２講座予定） 

※講座内容は別紙のとおり。 

 

(講師) 

・市職員及び社会福祉協議会職員 

・専門分野の専門職 

(弁護士、司法書士、社会福祉士、精神保健福祉士等) 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

Ｈ２６年７月   講座内容協議 

Ｈ２６年９月～  受講生募集 

Ｈ２６年１１月  第２回講座開始 

 

備      考 

 

今回は飯塚家庭裁判所の職員が「家庭裁判所の役割」を講義予定。 



平成 27 年 1 月 31 日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 嘉麻市 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：嘉麻市社会福祉協議会 

委託内容：地域福祉権利擁護事業運営審議会の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 地域福祉権利擁護事業運営審議会の設置 

運営審議会において、利用者の意思能力や法人後見受任の適否等につ

いての審査を行う。 

運営審議会委員５名 

(学識経験者、法律関係者、医療関係者、福祉関係者、行政) 

 

② 先進地視察研修の実施 

市民後見活動の先進地である山鹿市社協の「山鹿市やまが成年後見セ

ンター」へ行政及び社協が合同で視察研修を実施。 

(参加者) 

・行政５名(嘉麻市高齢者介護課、高齢者相談支援センター、社会福祉課

障がい者福祉係) 

・社協４名 

 

③ 市民後見人のメンタルヘルスケア研修会の開催 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

① Ｈ２６年８月７日 

② Ｈ２６年７月３０日～７月３１日    山鹿市やまが成年後見センター 

③ Ｈ２７年２月１日 

 

備      考 

 

 



平成 27 年 1 月 31 日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 嘉麻市 

 

事 業 区 分 （３）市民後見人の適正な活動のための支援 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：嘉麻市社会福祉協議会 

委託内容：活動支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 市民後見人養成フォローアップ講座の開催 

(対象) 

昨年度実施した第１回市民後見人養成講座受講者 

(内容) 

・講義(３講座) 

先進地視察研修を実施した山鹿市社協のやまが成年後見センター主

任専門員を講師に「市民後見人の受任を目指して」他、３講座を開催。 

・実習 

市内の精神障がい者のグループホーム、知的障がい者支援施設、特別

養護老人ホームの３ヶ所を実習先として実習を行う。 

 

 

② 権利擁護支援運営委員会の設置 

法人後見人の受任に係る適否等を審査する運営審議会の実施状況に

関するチェックや報告に対する審議、監査等の役割を担う委員会を設

置。 

(委員) 

運営審議委員及び福祉関係者(障がい者)及び金融機関関係者 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

① Ｈ２６年６月１７日～７月２９日 

② Ｈ２６年１２月１８日 

 

備      考 

 

社協職員自ら民法入門学習会を６回シリーズで開催し、法律関係者を講師に

スキルアップを行っている。 



平成 27 年 1 月 31 日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 嘉麻市 

 

事 業 区 分 （４）その他、市民後見人の活動の推進に関する事業 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：嘉麻市社会福祉協議会 

委託内容：市民フォーラムの開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市民向けの権利擁護支援フォーラムの開催 

 

(目的) 

成年後見制度や相続、遺言、エンディングノートについてわかりやすく説

明する。 

また、嘉麻市社会福祉協議会が行う地域福祉権利擁護事業や法人後見事業

について、広く市民に向けた普及啓発を図る。 

 

(対象者) 

・市民後見人講座受講修了者 

・一般市民 

 

(テーマ) 

「落語で笑って学べる市民フォーラム もしものための成年後見と相続」 

 

(内容) 

第１部  電子紙芝居 『成年後見制度って？』 

講師：嘉麻市社会福祉協議会 

第２部  創作落語「天国からの手紙」 

講師：行政書士・社会人落語家 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

Ｈ２７年２月２２日 

 

備      考 

 

 

 




